
第
一
号
議
案

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

岡

本

天

津

男

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

（
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県

教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
の
二
十
三
の
項
中
「
八
週
間
を
」
を
「
一
年
を
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大

分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
」
に
、
「
第
二
条
の

四
第
二
号
」
を
「
第
二
条
の
四
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
健
康
保
険
」
を
「
地
方
公
務
員
共
済
組
合
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
十
の
項
中
「
八
週
間
」
を
「
一
年
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分

県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
法
令
」
を
、

「
地
方
公
務
員
共
済
組
合
」
の
下
に
「
及
び
厚
生
年
金
保
険
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
十
の
項
中
「
八
週
間
を
」
を
「
一
年
を
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「地

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

」
を
「法

令

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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提
案
理
由

育
児
と
仕
事
の
両
立
支
援
の
た
め
、
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
の
対
象
期
間
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
う
規
定
の
整

備
を
行
い
た
い
の
で
提
案
す
る
。
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学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
七
条

（
略
）

第
一
条
～
第
七
条

（
略
）

第
八
条

条
例
第
十
一
条
に
よ
る
特
に
承
認
を
与
え
る
場
合
及
び
そ
の
期
間
は
次
の

第
八
条

条
例
第
十
一
条
に
よ
る
特
に
承
認
を
与
え
る
場
合
及
び
そ
の
期
間
は
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

原
因

特
に
承
認
を
与
え
る
期
間

原
因

特
に
承
認
を
与
え
る
期
間

一
～
二
十
二

（
略
）

（
略
）

一
～
二
十
二

（
略
）

（
略
）

二
十
三

配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で

出
産
予
定
日
の
八
週
間
（
多
胎
妊

二
十
三

配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で

出
産
予
定
日
の
八
週
間
（
多
胎
妊

あ
つ
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
又
は

娠
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
週

あ
つ
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
又
は

娠
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
週

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

間
）
前
の
日
か
ら
出
産
日
以
後
一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

間
）
前
の
日
か
ら
出
産
日
以
後
八

の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。）
を
養

年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。）
を
養

週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

育
す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養

お
い
て
、
五
日
を
超
え
な
い
範
囲

育
す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養

お
い
て
、
五
日
を
超
え
な
い
範
囲

育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日

育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

又
は
時
間

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

又
は
時
間

二
十
四
・
二
十
五

（
略
）

（
略
）

二
十
四
・
二
十
五

（
略
）

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
八
条
の
二
～
第
十
一
条
の
二

（
略
）

第
八
条
の
二
～
第
十
一
条
の
二

（
略
）
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大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
二
十
六
条

（
略
）

第
一
条
～
第
二
十
六
条

（
略
）

（
育
児
休
業
及
び
部
分
休
業
）

（
育
児
休
業
及
び
部
分
休
業
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
及
び
第
二
条
の
四
第
三
号
の
任
命
権
者

２

育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
及
び
第
二
条
の
四
第
二
号
の
任
命
権
者

が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
又
は
第
二
条
の
四
第
三
号
に
規
定
す

一

育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
又
は
第
二
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す

る
当
該
子
に
つ
い
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

る
当
該
子
に
つ
い
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育

律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育

又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ

又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ

る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
該
子
の
一
歳
到
達

る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
該
子
の
一
歳
到
達

日
後
の
期
間
（
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て

日
後
の
期
間
（
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
後
の
期
間
）
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施

は
、
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
後
の
期
間
）
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施

が
行
わ
れ
な
い
場
合

が
行
わ
れ
な
い
場
合

二

常
態
と
し
て
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
又
は
第
二
条
の
四
第
三

二

常
態
と
し
て
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
又
は
第
二
条
の
四
第
二

号
に
規
定
す
る
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
（
当
該
子
に
つ
い
て
民

号
に
規
定
す
る
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
（
当
該
子
に
つ
い
て
民

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該

に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該

請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で

請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
当
該
子
を
現
に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項

あ
っ
て
当
該
子
を
現
に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い
る
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い
る
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号

に
規
定
す
る
里
親
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し

に
規
定
す
る
里
親
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
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て
い
る
も
の
若
し
く
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者
（
児
童

て
い
る
も
の
若
し
く
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者
（
児
童

の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た

の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た

め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し

め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し

て
い
る
者
と
し
て
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
以
下

て
い
る
者
と
し
て
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子
の

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子
の

一
歳
到
達
日
後
の
期
間
（
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

一
歳
到
達
日
後
の
期
間
（
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
後
の
期
間
）
に
つ
い
て
常
態
と

に
あ
っ
て
は
、
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
後
の
期
間
）
に
つ
い
て
常
態
と

し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

場
合

場
合

ア
～
エ

（
略
）

ア
～
エ

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条

（
略
）

（
社
会
保
険
）

（
社
会
保
険
）

第
三
十
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
任
用
し
た
と
き
は
、
法
令
の
定
め

第
三
十
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
任
用
し
た
と
き
は
、
法
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
雇
用
保
険
に

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
健
康
保
険

、
厚
生
年
金
保
険
及
び
雇
用
保
険
に

加
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
～
第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
一
条
～
第
三
十
五
条

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
）

原
因

休
暇
の
期
間

原
因

休
暇
の
期
間

一
～
九

（
略
）

（
略
）

一
～
九

（
略
）

（
略
）

第１号議案
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十

配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ

出
産
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊

十

配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ

出
産
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊

て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
職
員
の

娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週

て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
職
員
の

娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週

休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す

間
）
前
の
日
か
ら
出
産
日
以
後
一

休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す

間
）
前
の
日
か
ら
出
産
日
以
後
八

る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条

年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条

週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

例
第
三
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
第

お
い
て
、
五
日
（
勤
務
日
ご
と
の

例
第
三
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
第

お
い
て
、
五
日
（
勤
務
日
ご
と
の

二
号
の
表
の
備
考
二
に
お
い
て
子
に

勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な

二
号
の
表
の
備
考
二
に
お
い
て
子
に

勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含

い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含

い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
三
の

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
三
の

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮

八
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小

し
、
教
育
人
事
課
長
の
定
め
る
時

八
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小

し
、
教
育
人
事
課
長
の
定
め
る
時

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の

子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養

都
度
必
要
と
認
め
る
日
又
は
時
間

子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養

都
度
必
要
と
認
め
る
日
又
は
時
間

育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
こ

育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
こ

れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な

れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

る
と
き
。

十
一

（
略
）

（
略
）

十
一

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

（
略
）

別
表
第
三

（
略
）

第１号議案
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大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
十
三
条

（
略
）

第
一
条
～
第
十
三
条

（
略
）

（
地
方
公
務
員
共
済
組
合
等
）

（
地
方
公
務
員
共
済
組
合
等
）

第
十
四
条

所
属
長
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
を
任
用
し
た
と
き
は
、
地
方
公
務
員
等

第
十
四
条

所
属
長
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
を
任
用
し
た
と
き
は
、
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
定
め
る

共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
公
務
員
共
済
組
合
及
び
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
さ
せ
な
け
れ

と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
公
務
員
共
済
組
合

に
加
入
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
五
条
～
第
十
八
条

（
略
）

第
十
五
条
～
第
十
八
条

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
）

区
分

休
暇
の
期
間

区
分

休
暇
の
期
間

一
～
九

（
略
）

（
略
）

一
～
九

（
略
）

（
略
）

十

配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ

出
産
予
定
日
の
八
週
間
（
多
胎
妊

十

配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ

出
産
予
定
日
の
八
週
間
（
多
胎
妊

て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
職
員
の

娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週

て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
職
員
の

娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週

休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す

間
）
前
の
日
か
ら
出
産
日
以
後
一

休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す

間
）
前
の
日
か
ら
出
産
日
以
後
八

る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条

年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条

週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

例
第
三
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
第

お
い
て
、
五
日
を
超
え
な
い
範
囲

例
第
三
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
第

お
い
て
、
五
日
を
超
え
な
い
範
囲

二
号
の
表
の
備
考
二
に
お
い
て
子
に

内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日

二
号
の
表
の
備
考
二
に
お
い
て
子
に

内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含

又
は
時
間

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含

又
は
時
間

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
二
の

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
二
の

八
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小

八
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

第１号議案
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子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養

子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養

育
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
が
、
こ
れ

育
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
が
、
こ
れ

ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な
い

ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な
い

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
。

と
き
。

十
一
・
十
二

（
略
）

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二

（
略
）

別
表
第
二

（
略
）

第１号議案
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第
５
号
様
式
（

第
３
条
関
係
）

殿

１
任

用
根

拠

２
任

用
期

間

３
勤

務
課

所

４
給

与

５
給

与
の

支
払

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

６
手

当
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
任
期
の
途
中
で
給
料
及
び
手
当
等
に
つ

い
て
改
定
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
）

７
社

会
保

険
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

８
勤

務
時

間

９
時

間
外

勤
務

正
規
職
員
に
準
ず
る
。

10
休

憩
時

間

11
休

日

12
服

務

13
休

暇
等

(
2)
　
そ
の
他
の

休
暇

14
退

職
任
用
期
間
満
了
前
に
退
職
す
る
場
合
は
、

退
職
す
る
２
週
間
以
上

前
に
届
け
出
る
こ
と
。

15
懲

戒
正
規
職
員
に
準
ず
る
。

16
災

害
補

償
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

17
再

度
の

任
用

任
用
期
間
満
了
後
に
同
一
の
職
が
改
め
て

設
置
さ
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
か
つ
勤
務
成
績
等
が
良
好
で

あ
る
と
き
に
限
り
、
連
続
す
る
３
年
の
範

囲
内
で
、
一
の
任
用
期

間
を
１
会
計
年
度
の
範
囲
内
と
し
て

公
募
に
よ
ら
ず
再
度
任
用
さ
れ
る
可
能
性

も
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
期
間
を
定
め
た
任
用
で
あ
り
、

　
年
　
　
月
　
　
日
（
※
任
用
予
定
期
間

満
了
日
の
翌
日
）
以
降

の
任
用
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。

18
そ

の
他

特
記

事
項

あ
る
。

※
勤
務
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
よ

る
ほ
か
は
、
臨
時
的
任

用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

　
に
よ
る
。

大
分
県
教
育
委
員
会

殿

年
　
　
月
　
　
日

所
　
属
　
長

　
私
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
る
こ
と
に
当
た
り
、
上
記
勤
務
労
働
条
件

に
同
意
し
ま
し
た
。

　
私
は
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重
し
、
か
つ

、
擁
護
す
る
こ
と
を
固

く
誓
い
ま
す
。

　
私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す

べ
き
責
務
を
深
く
自
覚

し
、
全
体
の
奉
仕

者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

年
　
　
月
　
　
日

氏
名

休
業
中
の
職
員
の
代
替
で
あ
り
、
職
員
の

休
業
等
の
状
況
に
よ
り

任
用
期
間
の
変
更
を
行
う
場
合
が

同
　
意
　
書
　
兼
　
宣
　
誓
　
書

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　

　
年
　
　
月
　
　
日
ま

で
と
す
る
。

正
規
職
員
に
準
ず
る
。

正
規
職
員
に
準
ず
る
。

正
規
職
員
に
準
ず
る
。

正
規
職
員
に
準
ず
る
。

(
1)
　
年
次
有
給

休
暇
　
　
　
　
　
　
日
　
　
　
時
間

　
（
付
与
日
数
　
　
　
日
、
繰
越
日
数
　

　
　
日
　
　
　
時
間
）

第
５
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

殿

１
任

用
根

拠

２
任

用
期

間

３
勤

務
課

所

４
給

与

５
給

与
の

支
払

職
員
の
給
与

に
関
す

る
条
例
の
定
め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

６
手

当
職
員
の
給
与

に
関
す

る
条
例
の
定
め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

（
任
期
の
途

中
で
給

料
及
び
手
当
等
に
つ

い
て
改

定
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
）

７
社

会
保

険
法
令
の
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

８
勤

務
時

間

９
時

間
外

勤
務

正
規
職
員
に

準
ず
る

。

10
休

憩
時

間

11
休

日

12
服

務

13
休

暇
等

(
2)
　
そ

の
他
の
休
暇

14
退

職
任
用
期
間
満

了
前
に

退
職
す
る
場
合
は
、

退
職
す

る
２
週

間
以
上
前
に
届
け
出
る
こ
と
。

15
懲

戒
正
規
職
員
に

準
ず
る

。

16
災

害
補

償
地
方
公
務
員

災
害
補

償
法
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

17
再

度
の

任
用

任
用
期
間
満

了
後
に

同
一
の
職
が
改
め
て

設
置
さ

れ
る
場

合
で
あ
っ
て
、
か
つ
勤
務
成
績
等
が

良
好
で

あ
る
と
き
に

限
り
、

連
続
す
る
３
年
の
範

囲
内
で

、
一
の

任
用
期
間
を
１
会
計
年
度
の
範
囲
内

と
し
て

公
募
に
よ
ら

ず
再
度

任
用
さ
れ
る
可
能
性

も
あ
る

こ
と
。

た
だ
し
、
期
間
を
定
め
た
任
用
で
あ

り
、

　
年
　
　
月

　
　
日

（
※
任
用
予
定
期
間

満
了
日

の
翌
日

）
以
降
の
任
用
を
保
障
す
る
も
の
で

は
な
い
。

18
そ

の
他

特
記

事
項

あ
る
。

※
勤
務

労
働
条

件
に
つ
い
て

は
、
以
上
に
よ

る
ほ
か

は
、
臨

時
的
任
用
職
員

の
管
理
に
関
す
る
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ

　
に
よ

る
。

大
分
県

教
育
委

員
会

殿

休
業
中
の
職

員
の
代

替
で
あ
り
、
職
員
の

休
業
等

の
状
況

に
よ
り
任
用
期
間
の
変
更
を
行
う
場

合
が

同
　
意

　
書
　
兼

　
宣
　
誓
　
書

　
　
　
　
年

　
　
月

　
　
日
か
ら
　
　
　

　
年
　

　
月
　

　
日
ま
で
と
す
る
。

正
規
職
員
に

準
ず
る

。

正
規
職
員
に

準
ず
る

。

正
規
職
員
に

準
ず
る

。

正
規
職
員
に

準
ず
る

。

(
1)
　
年

次
有
給
休
暇
　

　
　

　
　
　

日
　
　
　
時
間

　
（
付
与
日

数
　
　

　
日
、
繰
越
日
数
　

　
　
日

　
　
　

時
間
）

年
　

　
月
　
　
日

所
　
属
　
長

　
私
は
、
臨
時

的
任
用
職
員

と
し
て

任
用
さ
れ
る
こ
と
に
当

た
り
、

上
記
勤
務
労
働
条
件
に
同
意
し
ま
し

た
。

　
私
は
、
こ
こ

に
主
権
が
国

民
に
存

す
る
こ
と
を
認
め
る
日

本
国
憲

法
を
尊
重
し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ

と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

　
私
は
、
地
方

自
治
の
本
旨

を
体
す

る
と
と
も
に
公
務
を
民

主
的
か

つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深

く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕

者
と
し
て
誠
実

か
つ
公
正
に

職
務
を

執
行
す
る
こ
と
を
固
く

誓
い
ま

す
。

年
　

　
月
　
　
日

氏
名

　
【
新
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
旧
】
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学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則等の一部改正の概要

１ 改正を行う規則

 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則（昭和３２年大分県教育委員会

規則第３号）

 大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する規則（令和２年大分県教育

委員会規則第７号）

 大分県教育委員会の任命に係る臨時的任用職員の管理に関する規則（令和２年大分県教育委

員会規則第８号）

２ 改正理由

育児と仕事の両立支援のため、育児参加のための休暇の対象期間を拡大するとともに、地方公

務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）の一部改正等に伴う規定の整備を行いたいので

提案する。

３ 主な改正内容

 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則

① 休暇制度に関する規定の改正

育児参加休暇の取得可能期間の拡大（第８条関係）

・ 出産日以後８週間 → 出産日以後１年

 大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する規則

① 休暇制度に関する規定の改正

育児参加休暇の取得可能期間の拡大（別表第２の１０の項関係）

・ 出産日以後８週間 → 出産日以後１年

② その他所要の改正

ア 職員の育児休業等に関する条例（平成４年大分県条例第４号）の一部改正に伴う規定の

整備（第２７条関係）

イ 地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う規定の整備（第３０条関係）

 大分県教育委員会の任命に係る臨時的任用職員の管理に関する規則

① 休暇制度に関する規定の改正

育児参加休暇の取得可能期間の拡大（別表第１の１０の項関係）

・ 出産日以後８週間 → 出産日以後１年

② その他所要の改正

地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う規定の整備（第１４条及び第５号様式関係）

４ 施行期日

令和４年１０月１日
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